
口腔管理連携体制のご案内 

入院中の患者さんへの歯科診療に係る連携体制について 

当院は、歯科診療を標榜していない保険医療機関です。 

入院中の患者さまに口腔状態に係る課題（歯や歯ぐきの問題など）が生じ、医科の治療に影響があると

判断した場合には、必要に応じて連携する歯科医療機関と協力し、入院中に歯科診療を受けていただける

体制を整えています。 

 

■ 連携歯科医療機関 

医療機関名 医療法人社団 喜望会 はしだ歯科医院 

所 在 地 〒332-0001 埼玉県川口市朝日 2-6-12 1F 

電 話 番 号 048-226-4343 

 

■ 連携の流れ 

1 口腔状態を確認し、担当医師等が歯科診療の必要性を判断します。 
 

〔口腔評価〕 

↓   

2 
患者さままたはご家族さまの同意を得たうえで、連携歯科医療機関に診療情報を提供

します。 
〔ご同意〕 

↓   

3 
連携歯科医療機関の歯科医師が当院にお越しになり、入院中に歯科訪問診療を実施し

ます。 
〔歯科診療〕 

 

■ 費用について 

歯科診療は健康保険が適用されます。一部負担金が生じる場合がありますので、詳細は担当の歯科衛生士にご

確認ください。 

【お問い合わせ先】 埼玉協同病院 歯科衛生士（内線：9645） 

埼玉協同病院 令和 8年 5月掲示 

 


